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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
健
康
保
険
組
合
が
所
有
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
デ
ー
タ
等
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
健
康
保
険
組
合
が
所
有
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
デ
ー
タ
等
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
正
確
な
デ
ー
タ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
健
康
保
険
組
合
は
、
被
保
険
者

及
び
被
扶
養
者
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
事
業
主
等
か
ら
届
出
を
受
け
た
情
報
を
基
に
、
当
該
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者
の
資
格
管
理
及
び
適
正
な
給
付
の
確
保

の
観
点
か
ら
、
必
要
な
情
報
を
正
確
に
把
握
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
七
十
五
歳
に
到
達
し

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
各
健
康
保
険
組
合
の
判
断
に
よ
り
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い

る
。な

お
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
健
康
保
険
組
合
の
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
に

係
る
氏
名
、
居
住
す
る
都
道
府
県
、
資
格
喪
失
日
等
の
情
報
（
以
下
「
被
扶
養
者
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
百
十
六
条
に
基
づ
き
、
健

一



康
保
険
組
合
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
健
康
保
険
組
合
に
お
い
て
は
、
正
確
な
被

扶
養
者
情
報
の
提
供
の
た
め
に
努
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
組
合
か
ら
通
知
さ
れ
た
被
扶
養
者
情
報
及
び
市
町
村
か
ら
提
供
さ

れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
住
民
と
し
て
の
記
録
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
と
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
と
を
区
別
し
た
上
で
保
険
料
の
賦
課
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
保

険
料
の
賦
課
が
行
わ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
情
報
提
供
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
と
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
と
を
区
別
し
た
情
報
を
有
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
情
報
提
供
に

よ
り
、
保
険
料
の
賦
課
が
行
わ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
を

区
別
し
た
情
報
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
か
ら
保
険
料
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の

よ
う
な
危
険
性
は
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二


